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内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿

人事院総裁 一 宮 なほみ

人事院は、国家公務員法、一般職の職員の給与に関する法律、一般職の職
員の勤務時間、休暇等に関する法律等の規定に基づき、一般職の職員の給与
について別紙第１のとおり報告するとともに、別紙第２のとおり勧告し、一
般職の職員の勤務時間について別紙第３のとおり報告するとともに、別紙第
４のとおり勧告する。あわせて、公務員人事管理について別紙第５のとおり
報告する。

別紙第１ 職員の給与に関する報告〔略〕

別紙第２

職員の給与の改定に関する勧告

次の事項を実現するため、一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法
律第９５号）、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関す
る法律（平成９年法律第６５号）及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特
例に関する法律（平成１２年法律第１２５号）を改正することを勧告する。

１ 一般職の職員の給与に関する法律の改正

� 俸給表
現行の俸給表を別記第１のとおり改定すること。

� 諸手当
ア 初任給調整手当について
�ア 医療職俸給表（一）の適用を受ける医師及び歯科医師に対する支給
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月額の限度を４１３，３００円とすること。
�イ 医療職俸給表（一）以外の俸給表の適用を受ける医師及び歯科医師
で、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする官職にあるもの
に対する支給月額の限度を５０，５００円とすること。

イ 勤勉手当について
�ア 平成２７年１２月期の支給割合
ａ ｂ及び指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員

勤勉手当の支給割合を０．８５月分（再任用職員にあっては、０．４
月分）とすること。
ｂ 特定管理職員

勤勉手当の支給割合を１．０５月分（再任用職員にあっては、０．５
月分）とすること。
ｃ 指定職俸給表の適用を受ける職員（再任用職員を除く。）

勤勉手当の支給割合を０．９月分とすること。
�イ 平成２８年６月期以降の支給割合
ａ ｂ及び指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員

６月及び１２月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ０．８
月分（再任用職員にあっては、それぞれ０．３７５月分）とすること。
ｂ 特定管理職員

６月及び１２月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ１．０
月分（再任用職員にあっては、それぞれ０．４７５月分）とすること。
ｃ 指定職俸給表の適用を受ける職員（再任用職員を除く。）

６月及び１２月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ０．８７５
月分とすること。

２ 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の

改正

� 俸給表
現行の俸給表を別記第２のとおり改定すること。

� 期末手当について
ア 平成２７年１２月期の支給割合
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期末手当の支給割合を１．６月分とすること。
イ 平成２８年６月期以降の支給割合
６月及び１２月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ１．５７５月

分とすること。

３ 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の改正

� 俸給表
現行の俸給表を別記第３のとおり改定すること。

� 特定任期付職員の期末手当について
ア 平成２７年１２月期の支給割合

期末手当の支給割合を１．６月分とすること。
イ 平成２８年６月期以降の支給割合
６月及び１２月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ１．５７５月

分とすること。

４ 改定の実施時期

この改定は、平成２７年４月１日から実施すること。ただし、１の�のイ
の�ア、２の�のア及び３の�のアについてはこの勧告を実施するための法
律の公布の日から、１の�のイの�イ、２の�のイ及び３の�のイについて
は平成２８年４月１日から実施すること。

別紙第３ 職員の勤務時間に関する報告〔略〕

別紙第４ 職員の勤務時間の改定に関する勧告〔略〕

別紙第５ 公務員人事管理に関する報告〔略〕
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